
特
定
求
職
者
雇
用
企
業

奨
励
金

1006799　
市
で
は
、
国
が
実
施
す
る
特
定

求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
を

活
用
し
て
、
障
が
い
の
あ
る
人
を

雇
用
し
た
市
内
中
小
企
業
者
に
、

奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象
労
働
者
　
市
内
在
住
で
、
雇

い
入
れ
日
現
在
で
満
年
齢
が
65
歳

未
満
の
人

申
込
方
法
　
国
の
支
給
決
定
通
知

書
を
受
け
た
日
か
ら
30
日
以
内

に
、
所
定
の
申
請
書
に
必
要
書
類

を
添
付
し
提
出

対象労働者 交付金額 交付
期間

交付対象期ごと
の交付金額

障害者雇用促進法第２条第２号また
は４号に規定する身体障害者、知的
障害者

18万円
（９万円） １年

第１～２期
各９万円

（各 4.5 万円）

障害者雇用促進法第２条第３号に規
定する重度身体障害者/同条第５号
に規定する重度知的障害者 / 同条
第６号に規定する精神障害者/同条
第２号または４号に規定する身体障
害者または知的障害者で 45歳以上

36 万円
（18万円）

１年
６カ月

第１～３期
各12 万円
（各６万円）

【交付内容】　　※
交
付
期
間
（
６
カ
月
）
ご
と
に

交
付
。（
　
）
内
は
短
期
間
労
働

者
（
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が

20
時
間
以
上
30
時
間
未
満
）
に
対

す
る
交
付
金
額

申
込
み
・
問
合
せ
　
産
業
振
興
課

商
工
振
興
係
☎
内
線
５
０
０
５

助
成
や
講
習
会
の
利
用
を

野
生
鳥
獣
害
対
策

　
野
生
鳥
獣
被
害
を
食
い
止
め
る

た
め
、
電
気
柵
な
ど
を
設
置
し
ま

し
ょ
う
。
講
習
会
も
行
い
ま
す
。

■
電
気
柵
の
助
成

対
象
　
個
人
や
２
世
帯
以
上
の
小

規
模
な
電
気
柵
な
ど

助
成
額
　

①
購
入
額
の
半
額
（
上
限
５
万
円
）

②
２
世
帯
以
上
は
上
限
10
万
円

③
県
民
参
加
型
は
年
度
内
で
施
工

完
了
な
金
額

■
動
物
駆
逐
用
煙
火
講
習
会

　
ご
う
音
玉
・
動
物
駆
逐
用
花
火

の
購
入
や
使
用
は
講
習
を
受
け
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
主
な
煙
火
類

の
購
入
は
市
の
補
助
で
無
料
で
す
。

と
き
・
と
こ
ろ
　

▽
６
月
７
日
（
土
）
午
前
10
時
30

分
・
片
品
村
役
場
２
階

▽
６
月
８
日
（
日
）
午
前
の
部
　

午
前
10
時
30
分
、
午
後
の
部
　
午

後
１
時
30
分
・
利
根
沼
田
文
化

会
館
３
階

対
象
　
20
歳
以
上

定
員
　
各
回
50
人

申
込
み  

日
曜
日
を
除
く
、
４
月

25
日
（
金
）
か
ら
５
月
16
日
（
金
）

（
臨
時
休
業
有
り
）
の
午
前
10
時

か
ら
午
後
５
時
に
、
受
講
料
と
申

込
書
、
写
真
を
湊
屋
商
店
へ
（
申

込
書
は
同
店
設
置
）

　区　分 　  更　　新
  （手帳所持者）

5 年更新（５年で更
新となる人）

　  　新　　規

　受講料 　２，０００円 　   ４，５００円 　　５，０００円

 必要書類
申込書、煙火消
費保安手帳

申込書、煙火消費保
安手帳

　　　申込書

受講者証明書用写真 （縦３㎝×横２．５㎝）
・裏面に氏名を記入
・ 背景の無いもの、色付き眼鏡不可、鮮明
で頭、顔が切れていないもの、3 カ月以内
のもの

空
き
家
解
体
補
助
事
業

※
必
ず
着
工
前
に
要
申
し
込
み

対
象
の
空
き
家
　
１
年
以
上
居
住

し
て
い
な
い
個
人
所
有
の1

戸

建
て
な
ど
で
、
抵
当
権
が
設
定
さ

1006720

　
在
宅
で
重
度
の
障
が
い
が
あ

り
、
タ
ク
シ
ー
以
外
の
交
通
機
関

を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
な

タ
ク
シ
ー
料
金
補
助
利
用

券
の
交
付

1002487

福

　
　祉

ど
に
、
年
間
30
枚
を
上
限
と
し
て

タ
ク
シ
ー
券
（
初
乗
り
運
賃
）
を

交
付
し
ま
す
。

対
象 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

▽
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人
の
う
ち
、
視
覚
、
肢

体
不
自
由
の
障
害
が
１
・
２
級
、

ま
た
は
内
部
障
害
１
級
▽
療
育
手

帳
の
判
定
が
Ａ
▽
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
判
定
が
１
級
▽
市

町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
う
ち
、

介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
要
介
護

者
・
要
支
援
者
、
ま
た
は
総
合
事

業
対
象
者
の
う
ち
「
訪
問
型
サ
ー

ビ
ス
」、「
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
」
を

利
用
し
て
い
る
人

※
病
院
や
施
設
に
入
院
・
入
所
し

て
い
る
人
、
自
動
車
税
・
軽
自
動

車
税
の
減
免
を
受
け
て
い
る
人
は

対
象
外

申
込
み
　
各
種
手
帳
や
介
護
保
険

証
を
持
参
し
、
社
会
福
祉
課
障
害

福
祉
係
（
総
合
事
業
対
象
者
は
介

護
高
齢
課
）

問
合
せ
　
社
会
福
祉
課
障
害
福
祉

係
☎
内
線
３
１
０
９

体
育
施
設
予
約
状
況
の

公
表

1012693　
次
の
体
育
施
設
に
つ
い
て
、
予

約
状
況
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
確
認
で
き
る

問
合
せ
　
農
林
課
有
害
鳥
獣
対
策

セ
ン
タ
ー
☎
内
線
７
８
５
０
　
　

れ
て
い
な
い

※
物
置
な
ど
と
し
て
利
用
や
管
理

者
が
同
一
敷
地
内
ま
た
は
隣
接
地

に
居
住
し
て
い
る
も
の
は
対
象
外

対
象
　
市
税
の
滞
納
が
な
く
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当

①
空
き
家
の
所
有
者
ま
た
は
相
続
人

②
①
の
い
ず
れ
か
か
ら
同
意
を
得

た
人

対
象
工
事
　
空
き
家
の
全
部
を
解

体
す
る
未
着
手
工
事

補
助
額
　
経
費
の
３
分
の
１
以
内

（
限
度
額
15
万
円
）

※
建
築
日
が
昭
和
56
年
５
月
31
日

以
前
を
証
明
で
き
る
場
合
は
10
万

円
加
算

申
込
み
　
４
月
14
日
（
月
）
か
ら

予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
終
了

そ
の
他
　
木
造
耐
震
関
連
補
助

（
木
造
住
宅
耐
震
診
断
、
耐
震
改

修
工
事
費
、
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設

置
工
事
費
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
撤

去
費
）
は
要
相
談

問
合
せ
　
建
築
住
宅
課
建
築
指
導

係
☎
内
線
４
１
１
２

ス
ポ
ー
ツ

20


